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京都市長期優良住宅の認定等に関する要綱 （新旧対照表） 

 

現行 改正案 

〇 京都市長期優良住宅の認定等に関する要綱 

平成２１年６月２日 制定 

（略） 

令和６年４月１日 改正 

 

目次 

第１章 総則（第１条～第２条） 

第２章 認定の手続（第３条～第１５条） 

第３章 認定基準（第１６条） 

第４章 その他（第１７条～第２１条） 

附則 

 

第１章 （略） 

 第１条 （略） 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、

法において使用する用語の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 （新設） 

 

 

⑴ 認定基準 法第６条第１項第１号から第８号までの基準をいう。 

⑵ 性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下「品確法」 

という。）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。 

〇 京都市長期優良住宅の認定等に関する要綱 

平成２１年６月２日 制定 

（略） 

令和６年４月１日 改正 

令和７年４月１日 改正 

目次 

第１章 総則（第１条～第２条） 

第２章 認定の手続（第３条～第１５条） 

第３章 認定基準（第１６条～第１７条） 

第４章 その他（第１８条～第２１条） 

附則 

 

第１章 （略） 

 第１条 （略） 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、

法において使用する用語の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 長期使用構造等適合確認 住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下

「品確法」という。）第６条の２の規定に基づく長期使用構造等であること

の確認を受けたものをいう。 

⑵ 認定基準 法第６条第１項第１号から第８号までの基準をいう。 

⑶ 性能評価機関 品確法第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関を

いう。 
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⑶ 住宅性能評価 品確法第５条第１項に規定する住宅性能評価をいう。 

⑷ 住宅型式性能認定 品確法第３１条第１項の規定による住宅型式性能認

定をいう。 

⑸ 認証型式住宅部分等 品確法第４０条第１項に規定する認証型式住宅部

分等製造者が製造をするその認証に係る型式住宅部分等をいう。 

 

第２章 認定の手続 

（事前協議） 

第３条 法第５条第１項から第７項までの規定により、長期優良住宅建築等計

画又は長期優良住宅維持保全計画（以下「長期優良住宅建築等計画等」とい

う。）の認定の申請（以下「認定申請」という。）をしようとする者（以下「認

定申請者」という。）は、認定申請に先立ち、次に掲げる事項について市長に

事前協議を行うものとする。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律

第６条の２に基づく確認を受けた場合は、この限りではない。 

 

 

 ⑴～⑸ （略） 

２ 前項の事前協議は、事前協議書（第１号様式）１部に、次に掲げる図書を

添えて行うものとする。 

⑴～⑷（略） 

 （新設） 

 

⑸ 建築基準法第６条第１項に規定する確認の申請書に相当する書類（法第

６条第２項の規定による申出をしようとする場合に限る。） 

３ （略） 

（認定内容変更事前協議） 

第４条 法第８条第１項の規定により、認定を受けた長期優良住宅建築等計画

等の変更の認定の申請（法第９条第１項に規定する事由による申請を除く。

  （削除） 

⑷ 住宅型式性能認定 品確法第３１条第１項の規定による住宅型式性能認

定をいう。 

⑸ 認証型式住宅部分等 品確法第４０条第１項に規定する認証型式住宅部

分等製造者が製造をするその認証に係る型式住宅部分等をいう。 

 

第２章 認定の手続 

 （事前協議） 

第３条 法第５条第１項から第７項までの規定により、長期優良住宅建築等計

画又は長期優良住宅維持保全計画（以下「長期優良住宅建築等計画等」とい

う。）の認定の申請（以下「認定申請」という。）をしようとする者（以下「認

定申請者」という。）は、認定申請をしようとする日の２１日以上前（法第６

条第２項の規定による申出をしようとする場合は、認定申請をしようとする

日の３５日以上前）までに、次に掲げる事項について市長に事前協議を行う

ものとする。ただし、長期使用構造等適合確認を受ける場合は、この限りで

はない。 

 ⑴～⑸ （略） 

２ 前項の事前協議は、事前協議書（第１号様式）１部に、次に掲げる図書を

添えて行うものとする。 

⑴～⑷（略） 

 ⑸ 別表第１の⑴(ア)欄に掲げる住宅の場合、同表⑴(イ)に掲げる図書 

 ⑹ 別表第１の⑵(ア)欄に掲げる住宅の場合、同表⑵(イ)に掲げる図書 

⑺ 建築基準法第６条第１項に規定する確認の申請書に相当する書類（法第

６条第２項の規定による申出をしようとする場合に限る。） 

３ （略） 

（認定内容変更事前協議） 

第４条 法第８条第１項の規定により、認定を受けた長期優良住宅建築等計画

等の変更の認定の申請（法第９条第１項に規定する事由による申請を除く。
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以下「変更認定申請」という。）をしようとする者（以下「変更認定申請者」

という。）は、変更認定申請に先立ち、市長に事前協議を行うものとする。た

だし、住宅性能評価又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条の２に

基づく確認を受けた場合は、この限りではない。 

 

２～３ （略） 

第５条（削除） 

（認定申請等） 

第６条 認定申請は、認定申請書の正本１部及び副本２部（当該申請に係る住

宅が住宅性能評価又は品確法第６条の２第１項の規定による長期使用構造等

であることの確認を受けた場合は、正本及び副本各１部）に、第７条に規定

する添付図書を添えて行うものとする。 

２ 変更認定申請は、変更認定申請書の正本１部及び副本２部（当該申請に係

る住宅が住宅性能評価又は品確法第６条の２第１項の規定による長期使用構

造等であることの確認を受けた場合は、正本及び副本各１部）に、第７条に

規定する添付図書のうち変更に係るものを添えて行うものとする。 

第７条 （略）  

（審査の委託） 

第８条 市長は、認定申請又は変更認定申請があった場合は、認定に係る審査

の一部を、性能評価機関に委託することができる。ただし、住宅の品質確保

の促進等に関する法律第６条の２に基づく確認又は住宅性能評価を受けた場

合を除く。 

第９条～第１５条 （略） 

 

第３章 認定基準 

 （居住環境の維持及び向上に関する基準） 

 第１６条 法第６条第１項第３号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。 

  ⑴ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設（事業完了済みの都市

以下「変更認定申請」という。）をしようとする者（以下「変更認定申請者」

という。）は、変更認定申請をしようとする日の２１日以上前（法第６条第２

条の規定による申出をしようとする場合は、変更認定申請をしようとする日

の３５日以上前）までに、市長に事前協議を行うものとする。ただし、長期

使用構造等適合確認を受ける場合は、この限りではない。 

２～３（略） 

第５条（削除） 

（認定申請等） 

第６条 認定申請は、認定申請書の正本１部及び副本２部（当該申請に係る住

宅が長期使用構造等適合確認を受けた場合は、正本及び副本各１部）に、第

７条に規定する添付図書を添えて行うものとする。 

 

２ 変更認定申請は、変更認定申請書の正本１部及び副本２部（当該申請に係

る住宅が長期使用構造等適合確認を受けた場合は、正本及び副本各１部）に、

第７条に規定する添付図書のうち変更に係るものを添えて行うものとする。 

 

第７条 （略） 

（審査の委託） 

第８条 市長は、認定申請又は変更認定申請があった場合は、認定に係る審査

の一部を、性能評価機関に委託することができる。ただし、長期使用構造等

適合確認を受けた場合を除く。 

 

第９条～第１５条 （略） 

 

第３章 認定基準 

（居住環境の維持及び向上に関する基準） 

 第１６条 法第６条第１項第３号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。 

  ⑴ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設内に計画建物が含まれ
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計画施設を除く。）内に計画建物が含まれていないこと。 

 

  ⑵～⒂ （略） 

第１７条（略） 

 

第４章 その他 

 第１８条～第２１条 （略） 

 

附 則 

（略） 

 

 

 

別表第１（第７条関係） 

規則第２条第１項に規定する所管行政庁が必要と認める図書 

 （ア） （イ） 

⑴ 品確法第６条の２第１項

の規定による長期使用構

造等であることの確認を

受けた場合 

品確法第６条の２第５項にいう確認書又

は住宅性能評価書（以下「確認書等」とい

う。）の写し及び当該確認書等の交付を受

ける際に性能評価機関に提出した添付図

書の写し（性能評価機関による確認を終え

た旨が確認できるものに限る。） 

⑵ 住宅性能評価を受けた場

合（⑵に該当する場合を除

く） 

設計住宅性能評価書の写し及び当該住宅

性能評価を受けた添付図書（性能評価機関

の住宅性能評価を終えた旨が確認できる

ものに限る。） 

⑶ 住宅型式性能認定を受け

た型式の住宅又は住宅の

住宅型式性能認定書の写し（登録住宅型式

性能認定等機関が交付する住宅型式性能

ていないこと。ただし、事業の施行の支障とならないものはこの限りでは

ない。 

⑵～⒂ （略） 

第１７条 （略） 

 

第４章 その他  

第１８条～第２１条 （略） 

 

附 則 

（略） 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第７条関係） 削除 

規則第２条第１項に規定する所管行政庁が必要と認める図書 

 （ア） （イ） 

 （削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 （削除） 

 

 

 

（削除） 

⑴ 住宅型式性能認定を受け

た型式の住宅又は住宅の

住宅型式性能認定書の写し（登録住宅型式

性能認定等機関が交付する住宅型式性能
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部分を含む住宅 確認書を含む。） 

 

 

⑷ 住宅である認証型式住宅

部分等又は住宅の部分で

ある認証型式住宅部分等

を含む住宅 

 

 

型式住宅部分等製造者認証書の写し 

⑸ 長期使用構造等とするた

めの措置及び維持保全の

方法の基準を定める件（平

成２１年国土交通省告示

第２０９号）第３に定める

長期使用構造等とするた

めの措置と同等以上の措

置が講じられていること

の審査を要する場合（長期

使用構造等適合確認を受

けた場合を除く。） 

長期使用構造等とするための措置と同等

以上の措置が講じられている旨を説明し

た図書（登録試験機関が行う特別評価方法

の認定のための審査に係る特別の建築材

料若しくは構造方法又は特別の試験方法

若しくは計算方法に関する試験、分析又は

測定（登録試験機関が行うこれと同等の試

験を含む。以下「試験等」という。）を受

けたときは、当該特別の建築材料若しくは

構造方法又は特別の試験方法若しくは計

算方法に関する試験等の結果の証明書を

もってこれに代えることができる。） 

⑹ 第１６条第１号に該当す

る場合 

 

都市計画施設内に計画建物が含まれてい

ないことを示す都市計画施設証明書の写

し（計画建物の敷地内に当該施設が含まれ

る場合に限る。） 

⑺ 同条第２号に該当する場

合 

 

地区計画の区域内における行為の届出書

の写し（担当課の受理印があるものに限

る。） 

部分を含む住宅（長期使用

構造等適合確認を受けた

場合を除く。） 

確認書を含む。） 

⑵ 住宅である認証型式住宅

部分等又は住宅の部分で

ある認証型式住宅部分等

を含む住宅（長期使用構造

等適合確認を受けた場合

を除く。） 

型式住宅部分等製造者認証書の写し 

⑶ 長期使用構造等とするた

めの措置及び維持保全の

方法の基準を定める件（平

成２１年国土交通省告示

第２０９号）第３に定める

長期使用構造等とするた

めの措置と同等以上の措

置が講じられていること

の審査を要する場合（長期

使用構造等適合確認を受

けた場合を除く。） 

長期使用構造等とするための措置と同等

以上の措置が講じられている旨を説明し

た図書（登録試験機関が行う特別評価方法

の認定のための審査に係る特別の建築材

料若しくは構造方法又は特別の試験方法

若しくは計算方法に関する試験、分析又は

測定（登録試験機関が行うこれと同等の試

験を含む。以下「試験等」という。）を受

けたときは、当該特別の建築材料若しくは

構造方法又は特別の試験方法若しくは計

算方法に関する試験等の結果の証明書を

もってこれに代えることができる。） 

⑷ 第１６条第１号に該当す

る場合（計画建物の敷地内

に当該施設が含まれる場

合に限る。） 

都市計画施設内に計画建物が含まれてい

ないことを示す都市計画施設証明書の写

し又は都市計画法第５３条第１項の許可

書の写し 

同条第２号に該当する場

合 

 

地区計画の区域内における行為の届出書

の写し（担当課の受理印があるものに限

る。） 
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同条第３号に該当する場

合 

伝統的建造物群保存地区内における行為

の許可通知書の写し 

同条第４号に該当する場

合 

景観法第６３条第２項の認定証の写し 

同条第５号に該当する場

合 

 

建造物修景地区内で行う行為届の写し（担

当課の受理印があるものに限る。） 

同条第６号に該当する場

合 

眺望空間保全区域内における建築等の認

定通知書の写し 

同条第７号に該当する場

合 

 

近景デザイン保全区域又は遠景デザイン

保全区域内における行為の建築等届の写

し（担当課の受理印があるものに限る。） 

同条第８号に該当する場

合 

 

風致地区内における現状変更行為の許可

申請書（担当課の受理印があるものに限

る。）及び許可通知書の写し 

同条第９号に該当する場

合 

 

歴史的風土保存区域内における行為の届

出書の写し（担当課の受理印があるものに

限る。） 

同条第１０号に該当する

場合 

歴史的風土特別保存地域内における行為

の許可書の写し 

同条第１１号に該当する

場合 

 

第１種自然風景保全地区又は第２種自然

風景保全地区内における行為の許可通知

書の写し 

同条第１２号に該当する

場合 

近郊緑地保全区域における行為の届出書

の写し（担当課の受理印があるものに限

る。） 

同条第１３号に該当する

場合 

特別緑地保全地区内における行為の許可

書の写し 

同条第３号に該当する場

合 

伝統的建造物群保存地区内における行為

の許可通知書の写し 

同条第４号に該当する場

合 

景観法第６３条第２項の認定証の写し 

同条第５号に該当する場

合 

 

建造物修景地区内で行う行為届の写し（担

当課の受理印があるものに限る。） 

同条第６号に該当する場

合 

眺望空間保全区域内における建築等の認

定通知書の写し 

同条第７号に該当する場

合 

 

近景デザイン保全区域又は遠景デザイン

保全区域内における行為の建築等届の写

し（担当課の受理印があるものに限る。） 

同条第８号に該当する場

合 

 

風致地区内における現状変更行為の許可

申請書第１号様式－１（担当課の受理印が

あるものに限る。）及び許可通知書の写し 

同条第９号に該当する場

合 

 

歴史的風土保存区域内における行為の届

出書の写し（担当課の受理印があるものに

限る。） 

同条第１０号に該当する

場合 

歴史的風土特別保存地域内における行為

の許可書の写し 

同条第１１号に該当する

場合 

 

第１種自然風景保全地区又は第２種自然

風景保全地区内における行為の許可通知

書の写し 

同条第１２号に該当する

場合 

近郊緑地保全区域における行為の届出書

の写し（担当課の受理印があるものに限

る。） 

同条第１３号に該当する

場合 

特別緑地保全地区内における行為の許可

書の写し 
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同条第１４号に該当する

場合 

建築協定運営委員会の承認が得られたこ

とを証する図書 

同条第１５号に該当する

場合 

 

市街地景観協定の区域内における行為の

行為届の写し（担当課の受理印があるもの

に限る。） 

第１７条第１号から第３

号に該当する場合 

地すべり防止区域内、急傾斜地崩壊危険区

域内及び土砂災害特別警戒区域内に計画

建物が含まれていないことを示す図書（計

画建物の敷地内に当該区域が含まれる場

合に限る。） 

⑻ 増築又は改築をして認定

申請する場合 

検査済証の写しの他認定申請に係る住宅

が建築基準法に適合していることを証す

る図書 

第１９条に規定する認定取消通知書の写

し（新築時に法第６条第１項に基づく認定

を受けている場合に限る。） 

建設住宅性能評価書の他既築部分の仕様

の根拠となる図書 

⑼ その他 その他市長が必要と認める図書 

 

別表第２（第７条関係） （略） 

 

 

 

 

 

同条第１４号に該当する

場合 

建築協定運営委員会の承認が得られたこ

とを証する図書 

同条第１５号に該当する

場合 

 

市街地景観協定の区域内における行為の

行為届の写し（担当課の受理印があるもの

に限る。） 

第１７条第１号から第３

号に該当する場合（計画建

物の敷地内に当該区域が

含まれる場合に限る。） 

 

地すべり防止区域内、急傾斜地崩壊危険区

域内及び土砂災害特別警戒区域内に計画

建物が含まれていないことを示す図書 

⑸ 増築又は改築をして認定

申請する場合 

検査済証の写しの他認定申請に係る住宅

が建築基準法に適合していることを証す

る図書 

第１９条に規定する認定取消通知書の写

し（新築時に法第６条第１項に基づく認定

を受けている場合に限る。） 

建設住宅性能評価書の他既築部分の仕様

の根拠となる図書 

⑹ その他 その他市長が必要と認める図書 

 

別表第２（第７条関係） （略） 
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第２号様式（裏面）、第３号様式～５号様式 （略） 

 

 

第２号様式（裏面）、第３号様式～５号様式 （略） 
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第８号様式、第９号様式 （略） 

 

 

第８号様式、第９号様式 （略） 
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